
◎地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため

の関係法律の整備に関する法律 
（令和元年六月七日法律第二六号）   

一、 提案理由（平成三一年三月二六日・衆議院地方創生に関する特別委員会） 

○片山国務大臣 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上

げます。 

 地方分権改革は、地域がみずからの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤

となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマです。 

 本法案は、昨年十二月に閣議決定した、平成三十年の地方からの提案等に関する対応

方針を踏まえ、都道府県から中核市への事務、権限の移譲、義務づけ、枠づけの見直し

等を行うものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、住民に身近な行政を地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにする

ため、都道府県から中核市への事務、権限の移譲を行うこととし、関係法律の改正を行

うこととしております。 

 第二に、地方がみずからの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるよ

うにするため、地方公共団体に対する義務づけ、枠づけの見直し等を行うこととし、関

係法律の改正を行うこととしております。 

 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとと

もに、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院地方創生に関する特別委員長報告（令和元年五月一〇日） 

○松野博一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、地方創生に関する特別

委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方

公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から中核市への事務、権限の移譲を行うととも

に、地方公共団体に対する義務づけを緩和する等の措置を講じようとするものでありま

す。 

 本案は、去る三月二十五日本委員会に付託され、翌二十六日片山国務大臣から提案理

由の説明を聴取した後、四月十八日から質疑に入り、二十五日質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、立憲民主党・無所属フォーラム及び国民民主党・無所属クラブの共同提

案により、放課後児童健全育成事業に係る改正規定を削除する修正案が提出され、趣旨

の説明を聴取いたしました。 

 次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案は賛成少数をもって否決され、



本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三一年四月二五日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。 

一 放課後児童健全育成事業については、子どもの安全や同事業の質が十分に確保され

るよう、地方公共団体等に周知徹底すること。また、子どもの安全等が損なわれるお

それがあると認める場合には、国は、当該地方公共団体に対し、適切な助言を行うこ

と。 

二 放課後児童健全育成事業の見直しに関する検討を行うに当たっては、市町村、同事

業の従事者、保護者等の意見を幅広く聴取するとともに、市町村による条例の改正状

況や同事業の運営状況等に関する実態調査を継続的に実施すること。なお、実態調査

の実施結果等について、適切な情報開示を行い、説明責任を果たすこと。 

三 放課後児童健全育成事業の利用者の増加に伴う待機児童の解消のため、放課後児童

支援員等の処遇改善等による人材の確保や、関係施設の整備等に対し、十分な財政措

置を講ずること。また、同事業に係る既存の国の支援策について、その利用が促進さ

れるよう地方公共団体に対する周知徹底を図ること。 

四 放課後児童健全育成事業について、厚生労働省が同事業の従事者や保護者のための

相談窓口を設けるとともに、当該窓口における意見等を踏まえ、地方公共団体に対し、

報告聴取、情報提供及び助言を行うことも含め、事業の適切な運営を確保するための

措置を講ずること。 

五 地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管する場合にあっては、社会教育の政治

的中立性、継続性・安定性の確保、地域住民の意向の反映、学校教育との連携等によ

り、多様性にも配慮した社会教育が適切に実施されるよう、地方公共団体に対し、適

切な助言を行うこと。 

六 公民館の運営において、特定の政党に特に有利又は不利な条件で利用させることや、

特定の政党に偏って利用させるようなことは許されないが、公民館を政党又は政治家

に利用させることを一般的に禁止するものではないことを、首長部局にも周知するこ

と。 

七 本法の公立社会教育施設に関する規定の施行後三年を目途として、その施行状況を

検証し、必要があると認める場合には、社会教育の適切な実施のための担保措置等に

ついて、所要の見直しを行うこと。 

八 指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者による火薬類の無許可譲受けについては、同事業

従事者に対する指導を徹底するなど、実包の十分な管理体制を確保し、公共の安全の

維持に万全を期すこと。 

三、参議院内閣委員長報告（令和元年五月三一日） 



○石井正弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、

地方公共団体等の提案等を踏まえ、都道府県から中核市への事務・権限の移譲を行うと

ともに、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講じようとするものであ

ります。 

 委員会におきましては、地方分権改革の意義及び提案募集方式の在り方、放課後児童

健全育成事業の従うべき基準を参酌すべき基準とすることの是非及び職員の処遇改善の

必要性、公立社会教育施設を地方公共団体の長が所管することの是非等について質疑が

行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局した後、立憲民主党・民友会・希望の会及び国民民主党・新緑風会を代表

して矢田理事より、放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数の基準について、

従うべき基準から参酌すべき基準に見直す児童福祉法の改正規定を削除することを内容

とする修正案が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より原案に反対、修正案に

賛成の旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は多数をも

って原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年五月三〇日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 放課後児童健全育成事業については、子どもの安全や同事業の質が十分に確保され

るよう、地方公共団体等に周知徹底すること。また、子どもの安全等が損なわれるお

それがあると認める場合には、国は、当該地方公共団体に対し、適切な助言を行うこ

と。 

二 放課後児童健全育成事業の見直しに関する検討を行うに当たっては、市町村、同事

業の従事者、保護者等の意見を幅広く聴取するとともに、市町村による条例の改正状

況や同事業の運営状況等に関する実態調査を継続的に実施すること。なお、実態調査

については、法令上に規定された基準等に基づく調査を行うとともに、実施結果等に

ついて、適切な情報開示を行い、説明責任を果たすこと。 

三 放課後児童健全育成事業の利用者の増加に伴う待機児童の解消のため、放課後児童

支援員等の処遇改善等による人材の確保や、関係施設の整備等に対し、十分な財政措

置を講ずること。また、同事業に係る既存の国の支援策について、その利用が促進さ

れるよう地方公共団体に対する周知徹底を図ること。 

四 放課後児童健全育成事業について、厚生労働省が同事業の従事者や保護者のための



相談窓口を設けるとともに、当該窓口における意見等を踏まえ、地方公共団体に対し、

報告を求めること、情報提供及び助言を行うことも含め、事業の適切な運営を確保す

るための措置を講ずること。 

五 地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管する場合にあっては、社会教育の政治

的中立性、継続性・安定性の確保、地域住民の意向の反映、住民組織やＮＰＯなどの

運営参加の促進、学校教育との連携等により、多様性にも配慮した社会教育が適切に

実施されるよう、地方公共団体に対し、適切な助言を行うこと。特に、図書館、博物

館等の公立社会教育施設が国民の知る権利、思想・表現の自由に資する施設であるこ

とに鑑み、格段の配慮をすること。 

六 公民館の運営において、特定の政党に特に有利又は不利な条件で利用させることや、

特定の政党に偏って利用させるようなことは許されないが、公民館を政党又は政治家

に利用させることを一般的に禁止するものではないことを、首長部局にも周知するこ

と。 

七 本法の公立社会教育施設に関する規定の施行後三年を目途として、その施行状況を

検証し、必要があると認める場合には、社会教育の適切な実施のための担保措置等に

ついて、所要の見直しを行うこと。 

八 指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者による火薬類の無許可譲受けについては、同事業

従事者に対する指導を徹底するなど、実包の十分な管理体制を確保し、公共の安全の

維持に万全を期すこと。 

  右決議する。 

 


